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東埼玉資源環境組合施設見学実施要項  

（令和元年６月１８日局長決裁） 

１  趣旨 

   この要項は、東埼玉資源環境組合環境方針に基づき、持続可能な循環型社会を目

指して、ごみの減量（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）からなる「３

Ｒ」の取り組み等の環境啓発を行うことを目的とした施設見学実施のため、必要な事項を

定めるものとする。 

 

２  見学対象施設 

名称 所在地 

第一工場ごみ処理施設 越谷市増林三丁目２番地１ 

第一工場堆肥化施設 同上 

第二工場ごみ処理施設 草加市柿木町１０７番地１ 

第二工場汚泥再生処理センター 八潮市大字八條６８１番地１ 

第二最終処分場 吉川市大字高久６６６番地１ 

 

３  見学対象者 

   見学の対象者は、概ね１０人以上の団体及び個人とする。ただし、個人の場合は組合

が主催する「個人見学会」等を対象とする。なお、小学生以下の見学は、必ず保護者ま

たは責任者の引率を必要とする。 

       

４  見学日 

施設の見学日は、月・火・木・金曜日とする。ただし、下記の期間を除く。 

(1) 年末年始（原則として１２月２８日から１月４日） 

(2) 国民の祝日及び振替休日 

(3) 工事等による閉鎖期間 

(4) その他管理者が必要と認める日 

    

５  見学時間 

   見学時間は、原則、午前９時３０分から午後４時までの範囲とする。ただし、正午から 

午後１時までを除く。 

 

６  見学所要時間 

名称 所要時間 

第一工場ごみ処理施設 およそ１時間３０分 

第一工場堆肥化施設 およそ３０分 

第二工場ごみ処理施設 およそ１時間３０分 

第二工場汚泥再生処理センター およそ４５分 

第二最終処分場 およそ３０分 
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７  見学費用   

見学費用は、無料とする。 

 

８  申込方法 

見学者は、下記の申込先へ電話等で予約をすること。予約は、見学希望日の３か月

前の月初日（１日）から可能とする。ただし、月初日が、組合の休日に当たるときは、組合

の休日の翌日とする。 

見学者は、予約後、「施設見学申込書」を提出すること。なお、組合バスを利用する場

合は、併せて「バス使用申込書」を提出することとし、提出方法は、郵送、ＦＡＸ及びＥメ

ールとする。 

 

９  申込先 

申込先は、原則次のとおりとする。 

(1) 第一工場ごみ処理施設、第一工場堆肥化施設 

計画課  電話：０４８－９６６－０１２１ 

住所：〒３４３－００１１ 埼玉県越谷市増林三丁目２番地１ 

ＦＡＸ：０４８－９６５－６５６９ 

Ｅメール：keikaku002@reuse.or.jp 

(2) 第二工場ごみ処理施設、第二工場汚泥再生処理センター、第二最終処分場 

第二工場業務課  電話：０４８－９３６－１２５１ 

住所：〒３４０－０００１ 埼玉県草加市柿木町１０７番地１ 

ＦＡＸ：０４８－９３１－５２０６ 

Ｅメール：second001@reuse.or.jp 

 

１０ 申込受付時間  

   申込受付時間は、原則、午前８時３０分から午後５時１５分までの範囲とする。ただし、 

正午から午後１時までを除く。 

 

１１ 申込書の提出期限 

   申込書の提出期限は、見学希望日の 1か月前までとする。ただし、組合の休日に当 

たるときは、組合の休日の翌日とする。 

 

１２ 組合バスの利用 

(1) 利用対象者 

利用対象者は、管内市町（越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）の 

住民とし、概ね１０人以上の団体とする。 
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(2)  乗車定員 

乗車定員は、５５人とする。なお、乗車人数に余裕があるときは、他の団体と合同 

の乗車となる場合がある。 

(3) 組合バスの利用可能日 

組合バスの利用可能日は、「４ 見学日」と、同様とする。 

(4) 組合バスの申込方法  

組合バスの利用を希望する団体は、見学申込時に、併せて「バス使用申込書」 

を提出すること。（「８ 申込方法」参照） 

(5) 乗降場所  

乗降場所は、大型バスが安全に通行、駐停車できる場所とし、見学予約後に職 

員が現地を確認した上で、見学者と調整する。 

(例) 越谷市役所、草加市リサイクルセンター、八潮市役所、三郷市役所 

吉川市役所、松伏町中央公民館等 

(6) 組合バスの運行 

組合バスの運行は、見学対象施設のみとする。また、組合バスによる昼食会場 

等への送迎は行わない。 

(例) レストラン、公園等 

 

１３ その他 

   その他、施設見学実施に対する補足事項については、以下のとおりとする。 

(1)  急を要する工事等、管理者が必要と認めるときは、見学日時を変更する場合が 

ある。 

(2)  見学案内は日本語で行う。通訳が必要な場合は、見学者が手配すること。 

(3)  見学の際、組合バス及び施設館内で喫煙、飲酒、食事等はしないこと。 

(4)  工場、施設内の写真撮影は、原則可能であるが、職員の指示に従うこと。また、 

当組合の承諾を得ないまま、ＷＥＢサイト等のメディアへ転載・引用することを認 

めない。 

(5)  上記以外で、施設見学実施にあたり、不明な点が生じた場合は、職員の指示に 

 従うこと。 

 

附 則 

この要項は、令和元年 6月１８日から施行する。 

 

 

 

 


